
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号

特
別
と
ん
譲
与
税
法

（
特
別
と
ん
譲
与
税
）

第
一
条
　
特
別
と
ん
譲
与
税
は
、
特
別
と
ん
税
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
別
と

ん
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
と
し
、
同
法
第
二
条
の

開
港
（
以
下
「
開
港
」
と
い
う
。
）
に
係
る
港
湾
施
設

が
設
置
さ
れ
て
い
る
市
町
村
で
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

も
の
（
以
下
「
開
港
所
在
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
対

し
て
譲
与
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
港
湾
施
設
の
種
類
は
、
総
務
省
令
で
定
め

る
。

（
譲
与
の
基
準
）

第
二
条
　
特
別
と
ん
譲
与
税
は
、
開
港
所
在
市
町
村
に
対

し
、
当
該
開
港
へ
の
入
港
に
係
る
特
別
と
ん
税
の
収
入

額
に
相
当
す
る
額
を
譲
与
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
開
港
に
係
る
開
港
所

在
市
町
村
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
開

港
所
在
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
区
域
と
す
る
税
関
（
当

該
開
港
所
在
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
区
域
と
す
る
税
関

の
支
署
若
し
く
は
出
張
所
又
は
支
署
の
出
張
所
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
税
関
の
支
署
若
し
く
は
出
張
所
又
は
支

署
の
出
張
所
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
特
別
と

ん
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
を
当
該
開
港
所
在
市
町

村
に
対
し
て
譲
与
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
一
の
開
港
に
係
る
二
以
上
の
開
港
所
在
市
町
村

の
区
域
が
一
の
税
関
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
と
き
は
、

当
該
開
港
に
係
る
港
湾
施
設
の
利
用
状
況
そ
の
他
の
事

情
を
参
酌
し
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
税
関
に
係
る
特
別
と
ん
税
の
収
入
額
に
相
当

す
る
額
を
あ
ん
分
し
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
開
港
所
在

市
町
村
に
対
し
て
譲
与
す
る
も
の
と
す
る
。

（
譲
与
の
時
期
及
び
譲
与
時
期
ご
と
の
譲
与
額
）

第
三
条
　
特
別
と
ん
譲
与
税
は
、
毎
年
度
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
時
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る

額
を
譲
与
す
る
。

譲

与

時
期

譲
与
時
期
ご
と
に
譲
与
す
べ
き
額

九
月

前
年
度
の
三
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
の
収
納
に
係

る
特
別
と
ん
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額

三
月

九
月
か
ら
二
月
ま
で
の
間
の
収
納
に
係
る
特
別
と

ん
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額

２
　
前
項
に
規
定
す
る
各
譲
与
時
期
ご
と
に
譲
与
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
と
き
、
又
は
各
譲
与

時
期
に
お
い
て
譲
与
す
べ
き
金
額
を
こ
え
て
譲
与
し
た

金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
金
額
を
、
次
の

譲
与
時
期
に
譲
与
す
べ
き
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
か

ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

（
譲
与
す
べ
き
額
の
算
定
に
錯
誤
が
あ
つ
た
場
合
の
措

置
）

第
四
条
　
総
務
大
臣
は
、
特
別
と
ん
譲
与
税
を
開
港
所
在

市
町
村
に
譲
与
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
譲
与
し
た
額

の
算
定
に
錯
誤
が
あ
つ
た
た
め
、
譲
与
し
た
額
を
増
加

し
、
又
は
減
少
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
増
加
し
、
又
は
減

少
す
べ
き
額
を
錯
誤
が
あ
つ
た
こ
と
を
発
見
し
た
日
以

後
に
到
来
す
る
譲
与
時
期
に
お
い
て
譲
与
す
べ
き
額
に

加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
し
た
額
を
も
つ
て
当
該

譲
与
時
期
に
お
い
て
開
港
所
在
市
町
村
に
譲
与
す
べ
き

額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
財
政
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
）

第
四
条
の
二
　
総
務
大
臣
は
、
第
一
条
第
二
項
、
第
二
条

第
二
項
若
し
く
は
前
条
の
総
務
省
令
を
制
定
し
、
若
し

く
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
開
港
所
在
市
町

村
に
対
し
て
譲
与
す
べ
き
特
別
と
ん
譲
与
税
を
譲
与
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
地
方
財
政
審
議
会
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
と
ん
譲
与
税
の
使
途
）

第
五
条
　
国
は
、
特
別
と
ん
譲
与
税
の
譲
与
に
当
つ
て

は
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て
条
件
を
つ
け
、
又
は
制
限
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
都
の
特
例
）

第
六
条
　
特
別
と
ん
譲
与
税
は
、
第
一
条
の
開
港
に
係
る

港
湾
施
設
が
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
設
置
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
に
対
し
て
譲
与
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
を
市
と
み
な
し
て
、
こ
の

法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

二
年
度
分
の
特
別
と
ん
譲
与
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
一

一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


